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■確定申告書等作成コーナー　確定申告期
間中は、申告会場は大変混雑し、長時間お待ち
いただくことになります。国税庁 http://ww
w.nta.go.jpの「確定申告書等作成コーナー」
で作成した申告書を自宅のプリンタで印刷すれ
ば、確定申告会場に行かなくても、郵送などで提
出することができます。詳しくは、国税庁 をご
覧ください。
■電子申告 （

イータックス

e-Tax）　所得税や消費税およ
び贈与税の申告や納税などの手続きを、イン
ターネットで行うことができます。「e-Tax」の利
用の際は、電子証明書の取得などの事前準備
が必要です。詳しくは、e-Tax http://www.
e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
問宇都宮税務署（621）2151（自動音声案内）

確定申告書は国税庁 で作成し
郵送で提出できます

HP

　税
の
申
告
相
談
と
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　申
告
書
や
収
支
内
訳
書
な
ど
の
提
出
書
類
は
、ご
本
人

が
作
成
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い（
自
書
申
告
）。

　ま
た
、納
税
は「
口
座
振
替
」、還
付
は「
口
座
振
込
」を
お

勧
め
し
ま
す
。

相談と申告書の受付期間
市民税・県民税、所得税
３月15日(火)まで

贈　　与　　税
３月15日(火)まで

個人の消費税・地方消費税
３月31日(木)まで

税
の
申
告

税
の
申
告

HP

HP

HP

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
相

談
と
受
け
付
け
の
日
時
・
会
場

　
市
民
税
課
（
市
役
所
２
階
）、

各
申
告
受
付
会
場
（
左
の
表
2

の
通
り
）。

　
な
お
、
現
在
、
上
河
内

は

改
修
工
事
中
の
た
め
、
会
場
は

上
河
内
保
健
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　
ま
た
、
今
回
か
ら
、
田
原
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
で
の
受
け

付
け
は
な
く
な
り
、
河
内
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
と
統
合
し
ま
す
。

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
用

紙
　
昨
年
中
に
申
告
を
し
た
人

な
ど
へ
、
２
月
上
旬
に
発
送
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
届
か
な
い

人
で
申
告
が
必
要
な
人
は
、
市

民
税
課
ま
た
は
各

・

・

（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）で

入
手
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税

の
確
定
申
告
を
税
務
署
に
提
出

す
る
人
は
、
改
め
て
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
を
市
に
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
が
必
要
な
人
　

▽
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
在
住
し
、
平
成
27
年
中

に
営
業
・
農
業
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
。

▽
給
与
収
入
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
勤
務

先
か
ら
市
に
、
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
②
給

与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の

合
計
額
が
20
万
円
以
下
③
所
得

税
の
納
税
や
還
付
は
な
い
が
、

市
民
税
・
県
民
税
で
医
療
費
控

除
な
ど
の
控
除
を
追
加
す
る
。

▽
収
入
が
公
的
年
金
な
ど
の
み
、

ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
と
年
金

以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
、

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
控
除
以
外
に
、
市
民
税
・
県

民
税
で
扶
養
控
除
や
社
会
保
険

料
控
除
な
ど
を
追
加
す
る
。

■
年
金
収
入
が
あ
る
人
へ
　
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
が
400
万
円

以
下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
医

療
費
控
除
な
ど
に
よ
る
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、

平
成
23
年
分
か
ら
確
定
申
告
の

必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
た

だ
し
、
市
民
税
・
県
民
税
で
控

除
の
追
加
を
す
る
場
合
は
、
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
外
国

の
法
令
に
基
づ
く
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
平
成

27
年
分
か
ら
確
定
申
告
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

■
所
得
が
な
か
っ
た
人
も
、
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
　
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

市
営
・
県
営
住
宅
の
家
賃
、
保

育
料
な
ど
の
算
定
基
礎
と
な
っ

て
い
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
、

こ
れ
ら
の
負
担
割
合
の
正
し
い

算
出
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
所

得
が
な
か
っ
た
旨
の
申
告
が
必

要
で
す
。

■
混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を
　
申

告
期
間
中
は
、
市
役
所
、
各
申

告
受
け
付
け
会
場
と
も
に
、
大

変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
書
は
郵

送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
不
審
な
電
話
や
振
り
込
め
詐

欺
に
ご
注
意
を
　
税
務
職
員
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
ア
ン
ケ
ー

ト
な
ど
と
称
し
て
電
話
す
る
こ

と
や
、
振
り
込
み
を
依
頼
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
に

思
っ
た
場
合
に
は
、
即
答
を
避

け
、
市
民
税
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税

の
申
告
相
談
と
受
け
付
け
の
会

場
　
上
の
表
1
の
通
り
。

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
、
所
得
金
額
の
合
計
が
、
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
た

め
、
申
告
所
得
税
が
発
生
す
る
。

▽
平
成
27
年
中
に
土
地
・
建

物
・
株
式
な
ど
の
資
産
を
売
っ

た
。

▽
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
給
与

の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
②
給
与
・
退
職
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
③
給
与
を
２
カ
所

以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、
年
末

調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収

入
金
額
と
給
与
・
退
職
所
得
以

外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
④
同
族
会
社

の
役
員
や
そ
の
親
族
な
ど
で
、

そ
の
同
族
会
社
か
ら
給
与
の
他

に
、
貸
付
金
の
利
子
、
店
舗
・

工
場
な
ど
の
賃
貸
料
、
機
械
・

器
具
の
使
用
料
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
た
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
あ

り
、
年
金
以
外
の
所
得
が
20
万

円
を
超
え
る
人
で
、
所
得
の
合

計
が
所
得
控
除
の
合
計
を
超
え

る
た
め
、
申
告
所
得
税
が
発
生

す
る
。 

■
所
得
税
の
還
付
申
告
が
で
き

る
人

▽
年
の
途
中
で
退
職
し
た
後
、

就
職
せ
ず
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
た
め
、
所
得
税
を
納
め

過
ぎ
て
い
る
。

▽
給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控

除
や
社
会
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
、
源
泉
所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
で
、

医
療
費
控
除
・
社
会
保
険
料
控

除
・
生
命
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
、
源
泉
所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
。

　
な
お
、
還
付
申
告
は
２
月
12

日
以
前
で
も
宇
都
宮
税
務
署
で

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
月
15
日
以
降
は
、
マ
ロ
ニ

エ
プ
ラ
ザ
か
郵
送
な
ど
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

■
復
興
特
別
所
得
税
　
平
成
25

〜
49
年
分
の
各
年
分
に
つ
い
て

は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財

源
を
確
保
す
る
た
め
、
復
興
特

別
所
得
税
（
原
則
、
各
年
分
の

所
得
税
額
の
2.1
パ
ー
セ
ン
ト
）を

所
得
税
と
併
せ
て
、
申
告
・
納

付
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
確
定
申
告
書
の
「
復
興
特
別

所
得
税
額
」
欄
の
記
載
漏
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
宇
都
宮
税
務
署
☎（
621
）２
１

５
１
（
自
動
音
声
案
内
）

◎この特集についての問い合わせは、市民税課☎（632）2233・2221・2214・2217へ。
◎河川いろはかるた読み札優秀賞（応募数1,615）　「伝えたい未来へ誇るこの川を」中山阿砂（一条中2
年）、「熱心に川の掃除をありがとう」生田琳子（一条中1年）、「夏の夜川面に咲いた大花火」藤田彩音
（田原中3年）、「ラムネ色光る川に澄む心」水島知周（中央小6年）、「むかしから黄ぶなは川の守り神」
岡崎莉奈（富士見小3年）。問河川愛護会事務局（河川課内）☎（632）2689
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◎日常にすぐ生かせる産後セルフケア体験　▽日時　2月18日（木）午前10時～11時30分▽会場　青少年
活動センター（今泉町）▽内容　バランスボールを使った産後の骨盤に優しい有酸素運動、コミュニケー
ションワーク、セルフケアの実習など▽対象　市内在住の平成27年10月17日～12月17日生まれの子ど
もとその母親▽定員　先着12組▽費用　1,000円（用具代）▽申込　2月4日午後2時から、電話で、青少
年活動センター☎（663）3155へ。

所
得
税
の
申
告

市
民
税・県
民
税
の
申
告

HP

域

域

区

出

1所得税・贈与税・消費税の申告相談と受け付け

※会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切る場合があります。
※現金納付の窓口業務は行いません。
※期間中は税務署での相談は行いません。

会　　場 期　　　間 受付時間

マロニエプラザ
（元今泉6丁目）

2月15日（月）～3月15日（火）
※土・日曜日を除く
日曜日の申告相談・受け付け
2月21日（日）・28日（日）

午前9時
～午後4時

2市民税・県民税の申告相談と受け付け
会　　場 期　　　間 受付時間

市民税課（市役所
２階）

上河内保健センタ
ー(上田町)

2月15日(月)～3月15日(火)
※土・日曜日を除く
日曜の申告相談・受け付け
2月21日(日)・28日(日)
2月8日(月)～10日(水)
※上河内 は改修工事中

午前9時～
午後6時
午前9時～
午後4時

午前9時～
午後3時

域

河内総合福祉セン
ター(白沢町)

2月23日(火)～26日(金)
※田原コミュニティプラ
ザでの受け付けを統合

平石 (下平出町) 2月23日(火)・24日(水)

清原 (清原工業
団地) 2月15日(月)～17日(水)

横川 (屋板町) 2月18日(木)・19日(金)

瑞穂野 (下桑島
町) 2月25日(木)・26日(金)

城山 (大谷町) 2月18日(木)・19日(金)

国本 (宝木本町) 2月25日(木)・26日(金)

富屋 (徳次郎町) 2月12日(金)

豊郷 (岩曽町) 2月17日(水)～19日(金)

篠井 (下小池町) 2月12日(金)

姿川 (西川田町) 2月15日(月)～17日(水)

雀宮 (新富町) 2月8日(月)～10日(水)

市民税・県民税、所得税の申告に必要なもの
▼チェック欄

※領収書や証明書などは平成27年中のものです

□申告書
□印鑑（ゴム印不可）、筆記用具、電卓
□給与所得および年金所得のある人は、源泉
徴収票（原本）
□事業所得(営業、農業など)および不動産所
得のある人は、収支内訳書(収入および必要
経費を計算できる書類)※青色申告の人は
決算書
□国民健康保険税(料)・介護保険料・国民年金
保険料・その他の社会保険料の支払金額が
分かる書類
□生命保険料・地震保険料の控除証明書
□雑損控除・寄付金控除などの控除を受けよ
うとする人はそれを証明できる書類
□医療費控除を受ける人は、領収書および明
細書※明細書はご自身で作成してください
□還付金を振り込む金融機関の預貯金口座番
号が分かるもの

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区
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■確定申告書等作成コーナー　確定申告期
間中は、申告会場は大変混雑し、長時間お待ち
いただくことになります。国税庁 http://ww
w.nta.go.jpの「確定申告書等作成コーナー」
で作成した申告書を自宅のプリンタで印刷すれ
ば、確定申告会場に行かなくても、郵送などで提
出することができます。詳しくは、国税庁 をご
覧ください。
■電子申告 （

イータックス

e-Tax）　所得税や消費税およ
び贈与税の申告や納税などの手続きを、イン
ターネットで行うことができます。「e-Tax」の利
用の際は、電子証明書の取得などの事前準備
が必要です。詳しくは、e-Tax http://www.
e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
問宇都宮税務署（621）2151（自動音声案内）

確定申告書は国税庁 で作成し
郵送で提出できます

HP

　税
の
申
告
相
談
と
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　申
告
書
や
収
支
内
訳
書
な
ど
の
提
出
書
類
は
、ご
本
人

が
作
成
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い（
自
書
申
告
）。

　ま
た
、納
税
は「
口
座
振
替
」、還
付
は「
口
座
振
込
」を
お

勧
め
し
ま
す
。

相談と申告書の受付期間
市民税・県民税、所得税
３月15日(火)まで

贈　　与　　税
３月15日(火)まで

個人の消費税・地方消費税
３月31日(木)まで

税
の
申
告

税
の
申
告

HP

HP

HP

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
相

談
と
受
け
付
け
の
日
時
・
会
場

　
市
民
税
課
（
市
役
所
２
階
）、

各
申
告
受
付
会
場
（
左
の
表
2

の
通
り
）。

　
な
お
、
現
在
、
上
河
内

は

改
修
工
事
中
の
た
め
、
会
場
は

上
河
内
保
健
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　
ま
た
、
今
回
か
ら
、
田
原
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
で
の
受
け

付
け
は
な
く
な
り
、
河
内
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
と
統
合
し
ま
す
。

■
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
用

紙
　
昨
年
中
に
申
告
を
し
た
人

な
ど
へ
、
２
月
上
旬
に
発
送
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
届
か
な
い

人
で
申
告
が
必
要
な
人
は
、
市

民
税
課
ま
た
は
各

・

・

（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）で

入
手
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得
税

の
確
定
申
告
を
税
務
署
に
提
出

す
る
人
は
、
改
め
て
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
を
市
に
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
が
必
要
な
人
　

▽
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
在
住
し
、
平
成
27
年
中

に
営
業
・
農
業
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
。

▽
給
与
収
入
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
勤
務

先
か
ら
市
に
、
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
②
給

与
・
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の

合
計
額
が
20
万
円
以
下
③
所
得

税
の
納
税
や
還
付
は
な
い
が
、

市
民
税
・
県
民
税
で
医
療
費
控

除
な
ど
の
控
除
を
追
加
す
る
。

▽
収
入
が
公
的
年
金
な
ど
の
み
、

ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
と
年
金

以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
、

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

る
控
除
以
外
に
、
市
民
税
・
県

民
税
で
扶
養
控
除
や
社
会
保
険

料
控
除
な
ど
を
追
加
す
る
。

■
年
金
収
入
が
あ
る
人
へ
　
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
が
400
万
円

以
下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
が

20
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
医

療
費
控
除
な
ど
に
よ
る
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、

平
成
23
年
分
か
ら
確
定
申
告
の

必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
た

だ
し
、
市
民
税
・
県
民
税
で
控

除
の
追
加
を
す
る
場
合
は
、
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
外
国

の
法
令
に
基
づ
く
公
的
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
平
成

27
年
分
か
ら
確
定
申
告
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。

■
所
得
が
な
か
っ
た
人
も
、
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
　
市

民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
、

市
営
・
県
営
住
宅
の
家
賃
、
保

育
料
な
ど
の
算
定
基
礎
と
な
っ

て
い
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
、

こ
れ
ら
の
負
担
割
合
の
正
し
い

算
出
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
所

得
が
な
か
っ
た
旨
の
申
告
が
必

要
で
す
。

■
混
雑
緩
和
に
ご
協
力
を
　
申

告
期
間
中
は
、
市
役
所
、
各
申

告
受
け
付
け
会
場
と
も
に
、
大

変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
書
は
郵

送
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
不
審
な
電
話
や
振
り
込
め
詐

欺
に
ご
注
意
を
　
税
務
職
員
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
ア
ン
ケ
ー

ト
な
ど
と
称
し
て
電
話
す
る
こ

と
や
、
振
り
込
み
を
依
頼
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
に

思
っ
た
場
合
に
は
、
即
答
を
避

け
、
市
民
税
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
所
得
税
・
贈
与
税
・
消
費
税

の
申
告
相
談
と
受
け
付
け
の
会

場
　
上
の
表
1
の
通
り
。

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な

ど
、
所
得
金
額
の
合
計
が
、
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
た

め
、
申
告
所
得
税
が
発
生
す
る
。

▽
平
成
27
年
中
に
土
地
・
建

物
・
株
式
な
ど
の
資
産
を
売
っ

た
。

▽
給
与
所
得
が
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
。
①
給
与

の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
②
給
与
・
退
職
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
③
給
与
を
２
カ
所

以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、
年
末

調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収

入
金
額
と
給
与
・
退
職
所
得
以

外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
④
同
族
会
社

の
役
員
や
そ
の
親
族
な
ど
で
、

そ
の
同
族
会
社
か
ら
給
与
の
他

に
、
貸
付
金
の
利
子
、
店
舗
・

工
場
な
ど
の
賃
貸
料
、
機
械
・

器
具
の
使
用
料
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
た
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
あ

り
、
年
金
以
外
の
所
得
が
20
万

円
を
超
え
る
人
で
、
所
得
の
合

計
が
所
得
控
除
の
合
計
を
超
え

る
た
め
、
申
告
所
得
税
が
発
生

す
る
。 

■
所
得
税
の
還
付
申
告
が
で
き

る
人

▽
年
の
途
中
で
退
職
し
た
後
、

就
職
せ
ず
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
た
め
、
所
得
税
を
納
め

過
ぎ
て
い
る
。

▽
給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控

除
や
社
会
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
、
源
泉
所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
。

▽
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
で
、

医
療
費
控
除
・
社
会
保
険
料
控

除
・
生
命
保
険
料
控
除
を
追
加

す
る
こ
と
で
、
源
泉
所
得
税
の

還
付
を
受
け
ら
れ
る
。

　
な
お
、
還
付
申
告
は
２
月
12

日
以
前
で
も
宇
都
宮
税
務
署
で

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
月
15
日
以
降
は
、
マ
ロ
ニ

エ
プ
ラ
ザ
か
郵
送
な
ど
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

■
復
興
特
別
所
得
税
　
平
成
25

〜
49
年
分
の
各
年
分
に
つ
い
て

は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財

源
を
確
保
す
る
た
め
、
復
興
特

別
所
得
税
（
原
則
、
各
年
分
の

所
得
税
額
の
2.1
パ
ー
セ
ン
ト
）を

所
得
税
と
併
せ
て
、
申
告
・
納

付
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
確
定
申
告
書
の
「
復
興
特
別

所
得
税
額
」
欄
の
記
載
漏
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
宇
都
宮
税
務
署
☎（
621
）２
１

５
１
（
自
動
音
声
案
内
）

◎この特集についての問い合わせは、市民税課☎（632）2233・2221・2214・2217へ。
◎河川いろはかるた読み札優秀賞（応募数1,615）　「伝えたい未来へ誇るこの川を」中山阿砂（一条中2
年）、「熱心に川の掃除をありがとう」生田琳子（一条中1年）、「夏の夜川面に咲いた大花火」藤田彩音
（田原中3年）、「ラムネ色光る川に澄む心」水島知周（中央小6年）、「むかしから黄ぶなは川の守り神」
岡崎莉奈（富士見小3年）。問河川愛護会事務局（河川課内）☎（632）2689

4

◎日常にすぐ生かせる産後セルフケア体験　▽日時　2月18日（木）午前10時～11時30分▽会場　青少年
活動センター（今泉町）▽内容　バランスボールを使った産後の骨盤に優しい有酸素運動、コミュニケー
ションワーク、セルフケアの実習など▽対象　市内在住の平成27年10月17日～12月17日生まれの子ど
もとその母親▽定員　先着12組▽費用　1,000円（用具代）▽申込　2月4日午後2時から、電話で、青少
年活動センター☎（663）3155へ。

所
得
税
の
申
告

市
民
税・県
民
税
の
申
告

HP

域

域

区

出

1所得税・贈与税・消費税の申告相談と受け付け

※会場の混雑状況により、受け付けを早めに締め切る場合があります。
※現金納付の窓口業務は行いません。
※期間中は税務署での相談は行いません。

会　　場 期　　　間 受付時間

マロニエプラザ
（元今泉6丁目）

2月15日（月）～3月15日（火）
※土・日曜日を除く
日曜日の申告相談・受け付け
2月21日（日）・28日（日）

午前9時
～午後4時

2市民税・県民税の申告相談と受け付け
会　　場 期　　　間 受付時間

市民税課（市役所
２階）

上河内保健センタ
ー(上田町)

2月15日(月)～3月15日(火)
※土・日曜日を除く
日曜の申告相談・受け付け
2月21日(日)・28日(日)
2月8日(月)～10日(水)
※上河内 は改修工事中

午前9時～
午後6時
午前9時～
午後4時

午前9時～
午後3時

域

河内総合福祉セン
ター(白沢町)

2月23日(火)～26日(金)
※田原コミュニティプラ
ザでの受け付けを統合

平石 (下平出町) 2月23日(火)・24日(水)

清原 (清原工業
団地) 2月15日(月)～17日(水)

横川 (屋板町) 2月18日(木)・19日(金)

瑞穂野 (下桑島
町) 2月25日(木)・26日(金)

城山 (大谷町) 2月18日(木)・19日(金)

国本 (宝木本町) 2月25日(木)・26日(金)

富屋 (徳次郎町) 2月12日(金)

豊郷 (岩曽町) 2月17日(水)～19日(金)

篠井 (下小池町) 2月12日(金)

姿川 (西川田町) 2月15日(月)～17日(水)

雀宮 (新富町) 2月8日(月)～10日(水)

市民税・県民税、所得税の申告に必要なもの
▼チェック欄

※領収書や証明書などは平成27年中のものです

□申告書
□印鑑（ゴム印不可）、筆記用具、電卓
□給与所得および年金所得のある人は、源泉
徴収票（原本）
□事業所得(営業、農業など)および不動産所
得のある人は、収支内訳書(収入および必要
経費を計算できる書類)※青色申告の人は
決算書
□国民健康保険税(料)・介護保険料・国民年金
保険料・その他の社会保険料の支払金額が
分かる書類
□生命保険料・地震保険料の控除証明書
□雑損控除・寄付金控除などの控除を受けよ
うとする人はそれを証明できる書類
□医療費控除を受ける人は、領収書および明
細書※明細書はご自身で作成してください
□還付金を振り込む金融機関の預貯金口座番
号が分かるもの

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区


